
（様式第１）   
                                                                    番          号 
                                                                    年    月    日 
  国土交通大臣 殿 
                                            申請者    住所  
                                                      氏名   法人にあっては名称 
                                                              及び代表者の氏名      
 

令和６年度物流効率化等推進事業費補助金 

（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター等導入等支援））交

付申請書 

 
物流効率化等推進事業費補助金（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター

等導入等支援））交付要綱第５条第１項の規定に基づき、上記補助金の交付について下記のとおり

申請します。 
 
                                          記 
 
１．補助事業の目的及び内容 
 
２．補助事業の開始及び完了予定日 
 
３．補助事業に要する経費                              円 
 
４．補助対象経費                                      円 
 
５．補助金交付申請額                                  円 
 
６．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額 
 
７．同上の金額の算出基礎 
 
 

（注１）申請書には、次の事項を記載した書面を添付すること。 
１．申請者の営む主な事業  
２．申請者の資産及び負債に関する事項 
３．補助事業の経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担

方法 
４．補助事業に関して生ずる収入金に関する事項 

 
（注２）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請する場合は、次の算式を明記

すること。 
補助金所要額－消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額＝補助金額 



（様式第２） 
                                                                    番          号 
                                                                    年    月    日 
 
 法人にあっては名称 
  及び代表者の氏名   宛て  
    

 

                                                       国土交通大臣  
 
 

令和６年度物流効率化等推進事業費補助金 

（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター等導入等支援））交付決定

通知書 

 
 令和  年  月  日付け第 号をもって申請のありました令和５年度物流効率化等推進事

業費補助金（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター等導入等支援））につ

いては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適

正化法」という。）第６条第１項の規定に基づき下記のとおり交付することに決定しましたので、

適正化法第８条の規定に基づき通知します。 
 

記 
 
１．補助金の交付の対象となる事業の内容は、令和  年  月  日付け第 号で申請のありま

した令和６年度物流効率化等推進事業費補助金（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テール

ゲートリフター等導入等支援））交付申請書（以下「交付申請書」という。）記載のとおりとし

ます。 
 
２．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとします。 
    補助事業に要する経費      金                 円 
    補 助 対 象 経 費      金                円 
    補 助 金 の 額      金                 円 
    ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費、補助対象経費及び

補助金の額については、別に通知するところによるものとします。 
 
３．補助対象経費の配分及びこの配分された経費に対応する補助金の額は、交付申請書記載のとお

りとします。 
 
４．補助金の額の確定は、補助対象経費の区分ごとに配分された経費の実支出額に補助率を乗じて 

得た額と配分された経費ごとに対応する補助金の額とのいずれか低い額の合計額とします。（注１） 
 
５．（補助事業者名）は、適正化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭

和３０年政令第２５５号）及び物流効率化等推進事業費補助金（中小物流事業者の労働生産性向

上事業（テールゲートリフター等導入等支援））交付要綱（以下「交付要綱」という。）の定め



るところに従わなければなりません。 
なお、これらの規定に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留意して

ください。また、間接補助事業者等の不正経理等の防止に万全を期していただけますようお願い

します。 
（１）適正化法第１７条第１項若しくは第２項の規定による交付決定の取消し、第１８条第１項

の規定による補助金等の返還又は第１９条第１項の規定による加算金の納付 
（２）適正化法第２９条から第３２条（地方公共団体の場合は第３１条）までの規定による罰則 
（３）相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと 
（４）当省の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること 
（５）補助事業者等の名称及び不正の内容の公表 

 
６．補助金に係る消費税及び地方消費税相当額については、交付要綱の定めるところにより、消費

税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除

税額を減額することとなります。 
 
７．（補助事業者名）は、補助事業に従事した時間等を明らかにするため、以下の帳簿等を日々作

成しなければなりません。 
（１）補助事業に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等 
（２）前号の者ごとにおいて実際に補助事業に従事した時間を証明するに足る帳簿等 

 
８．（補助事業者名）は、本事業の実施に当たっては、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平

成１７年法律第１８号）にのっとり、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格

及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保されますよう留意してください。

（注２） 
 
 
（注１）４．で補助対象経費の配分額と実績額の合計額に補助率を乗じる場合は、「補助金の額の

確定は、補助対象経費の区分ごとに配分額と実績額とのいずれか少ない額の合計額に補助率

を乗じて得た額とします。」とする。 

 

（注２）８．地方公共団体又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成

１３年政令第３４号）第１条に規定する法人への交付決定に際して、当該補助事業等の実施

に当たり、公共工事の品質確保の促進に関する法律第２条に規定する公共工事が発注される

場合に限り付すこととする。 
 
 



（様式第３） 
                                                                    番          号 
                                                                    年    月    日 
  国土交通大臣 殿 
                                        補助事業者    住所 
                                                      氏名  法人にあっては名称 
                                                              及び代表者の氏名      
 

令和６年度物流効率化等推進事業費補助金(中小物流事業者の労働生産性向上事業 

（テールゲートリフター等導入等支援）)交付申請取下届出書 

 

 令和  年  月  日付け  第  号で補助金の交付決定通知のあった令和６年度物

流効率化等推進事業費補助金については、下記の事項について不服があるので、物流効率化等

推進事業費補助金（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター等導入等

支援））交付要綱第７条の規定に基づき、同補助金の交付申請（令和  年  月  日付

け  第  号）を取り下げます。 

 

記 

 
１．補助金の額 
 
２．申請年月日 
 
３．不服のある交付の決定内容又は交付の決定に付された条件 
 
４．取り下げる理由 

 



（様式第４） 
                                                                    番          号 
                                                                    年    月    日 
  国土交通大臣 殿 
                                        補助事業者    住所 
                                                      氏名  法人にあっては名称 
                                                              及び代表者の氏名      
 

令和６年度物流効率化等推進事業費補助金 

（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター等導入等支援））交

計画変更（等）承認申請書 

 
 物流効率化等推進事業費補助金（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター

等導入等支援））交付要綱第９条第１項の規定に基づき、計画変更（等）について下記のとおり申

請します。 
 
                                          記 
 
１．変更の内容 
 
２．変更を必要とする理由 
 
３．変更が補助事業に及ぼす影響 
 
４．変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額 
    （新旧対比） 
 
５．同上の算出基礎 
 
  （注）中止又は廃止にあっては、中止又は廃止後の措置を含めてこの様式に準じて申請すること。 



（様式第５） 

                                                                    番          号 
                                                                    年    月    日 
  国土交通大臣 殿 
                                        補助事業者    住所 
                                                      氏名  法人にあっては名称 
                                                              及び代表者の氏名      
 

令和６年度物流効率化等推進事業費補助金 

（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター等導入等支援））交

事故報告書 

 
物流効率化等推進事業費補助金（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター

等導入等支援））交付要綱第１１条の規定に基づき、補助事業の事故について下記のとおり報告し

ます。 
 
                                          記 
 
１．事故の原因及び内容 
 
２．事故に係る金額                                   円 
 
３．事故に対して採った措置 
 
４．補助事業の遂行及び完了の予定 
 



（様式第６） 
                                                                    番          号 
                                                                    年    月    日 
  国土交通大臣 殿 
                                        補助事業者    住所 
                                                      氏名  法人にあっては名称 
                                                              及び代表者の氏名      
 

令和６年度物流効率化等推進事業費補助金 

（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター等導入等支援））状

況報告書 

 
物流効率化等推進事業費補助金（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター

等導入等支援））交付要綱第１２条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 
 
                                              記 
 
１．補助事業の遂行状況 
 
２．補助対象経費の区分別収支概要 
 



（様式第７） 
                                                                    番          号 
                                                                    年    月    日 
  国土交通大臣 殿 
                                        補助事業者    住所 
                                                      氏名  法人にあっては名称 
                                                              及び代表者の氏名      
 

令和６年度物流効率化等推進事業費補助金 
（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター等導入等支援））実

績報告書 
 

物流効率化等推進事業費補助金（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター
等導入等支援））交付要綱第１３条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 
 
                                          記 
 
１．実施した補助事業 

（１）補助事業の内容 
（２）重点的に実施した事項 
（３）補助事業の効果 

 
２．補助事業の収支決算 

（１）収    入                                                      （単位：円）  
   項        目                  金                          額 

  自 己 資 金 
  補助金充当額 

 

  合       計  
 

（２）支    出 
（イ）総括表                                                      （単位：円）  

  
 
    区    分 

 補 助 事 業 に 
 要 し た 経 費 

     補  助  対  象  経  費   補助金充当額 

 計画額  実績額  計画額  流用額 
 

流用後額 
 

 実績額  交  付 
 決定額 

 実績額 

         

         

         

    合    計         
 

（ロ）経費の内訳 （各経費の配分ごとの実績の内訳を記載） 
 
 

（注） 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告する場合は、次の算式を明 
記すること。 

補助金所要額－消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額＝補助金額 



（様式第８） 
                                                                    番          号 
                                                                    年    月    日 
  国土交通大臣 殿 
                                        補助事業者    住所 
                                                      氏名  法人にあっては名称 
                                                              及び代表者の氏名      
 

令和６年度物流効率化等推進事業費補助金 

（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター等導入等支援））精算（概算）

払請求書 

 
物流効率化等推進事業費補助金（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター

等導入等支援））交付要綱第１５条第２項の規定に基づき、下記のとおり請求します。 
 
                                              記 
 
１．精算（概算）払請求金額（算用数字を使用すること。）         円 
 
２．請求金額の算出内訳（概算払の請求をするときに限る。） 
 
３．概算払を必要とする理由（概算払の請求をするときに限る。） 
 
４．振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義を記載すること。 
 

（注）概算払の請求をするときには、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。 



（様式第９） 
                                                                    番          号 
                                                                    年    月    日 
  国土交通大臣 殿 
                                        補助事業者    住所 
                                                      氏名  法人にあっては名称 
                                                              及び代表者の氏名      
 

令和６年度消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書 
 

物流効率化等推進事業策費補助金（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフタ

ー等導入等支援））交付要綱第１６条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 
 
                                              記 
 
１．補助金額（交付要綱第１４条第１項による額の確定額）                  円 
 
２．補助金の確定時における消費税及び地方消費税に 
 係る仕入控除税額                                 円 
 
３．消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に 
 係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額                         円 
 
４．補助金返還相当額（３．－２．）                                        円 
 
  （注）別紙として積算の内訳を添付すること。 



（様式第１０） 
                                                                    番          号 
                                                                    年    月    日 
  国土交通大臣 殿 
                                        補助事業者    住所 
                                                      氏名  法人にあっては名称 
                                                              及び代表者の氏名      
 

財産処分承認申請書 
 
令和６年度物流効率化等推進事業費補助金（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲート

リフター等導入等支援））に係る補助事業により取得した財産を、下記のとおり処分したいので、物

流効率化等推進事業費補助金（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター等導入

等支援））交付要綱第２０条第１項の規定に基づき、申請します。 

 

記 

 
１．処分しようとする財産の明細 
 
２．処分の内容 
 
３．処分しようとする理由 
 
４．その他必要な書類 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（様式第１１） 

                                                                   番   号 
                                                                   令 和   年  月  日 
 
 法人にあっては名称 
  及び代表者の氏名   宛て  
    

 

                                                            国土交通大臣 
 
 

令和６年度物流効率化等推進事業費補助金 

（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター等導入等支援））の額の確

定通知書 

 
 令和  年  月  日付け第  号で実績報告のあった令和５年度物流効率化等推進事業費

補助金（中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター等導入等支援））について

は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１５条の規

定に基づき、下記のとおり補助金の額を確定したので通知する。 

 なお、交付超過となった補助金については、同法第１８条第２項の規定に基づき、下記のとおり

返還されたい。 

 
記 

 
１．補 助 金 の 額    金              円 

 
２．補助金の返還命令額    金               円  

 
３．納 付 期 限    別途官署支出官が発する納入告知書に記載された期限 

 
 
（参  考） 
 
    交 付 決 定 額                  円 
    概 算 払 済 み 額                  円 
    補 助 金 の 額 の 確 定                  円 
    交付超過（返還）額                  円 
 


